
きらっと☆とよかわっ！ 

愛知県 豊川市 

～あなたの結婚を応援したい～ 

結婚支援事業を行います！ 

令和 3 年 5 月 25日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 市では、結婚を望む方の後押しをするため、結婚支援事業を行います。それぞ

れの事業を組み合わせ、個人のニーズに応じた支援を実施するとともに、新型

コロナウイルス感染症に対応した事業を実施します。

記 

１ ～結婚の悩みに寄り添う～ 結婚相談会 

結婚相談に関する民間の専門家を相談員として、 

「結婚のイメージがわかない」「相手の探し方がわ 

からない」といった結婚に対する悩みなどの個別 

相談に応じます。 

【事業概要】 

豊川市内に在住、在勤の 20歳から 45歳までの独身の男女 

またはその親を対象とした、参加無料の相談会です。 

詳しいことは、（別紙１）を参照してください。 

２ ～結婚に向けて自信をつける～ 結婚支援セミナー 

会話術やマナーに関する専門家を講師としたセミ 

ナーを開催し、大人の男性・女性として必要な知識

 や身だしなみなどを身につけていただきます。 

【事業概要】 

豊川市内に在住、在勤の 20 歳から 45 歳までの独身の男女（申込状況に

よっては、市の結婚相談事業に参加した方を優先）を対象と 

した、参加無料のセミナーです。 

詳しいことは、決まり次第ご案内します。 
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３ ～出会いの場を提供する～ 結婚支援イベント 

結婚支援イベントなどで実績のある団体に委託し、 

男女が積極的に交流できるさまざまなメニューを織 

り交ぜたイベントを開催します。市の地域資源を活 

用したイベントとすることで、市の魅力を感じなが 

ら交流していただきます。 

【事業概要】 

豊川市内に在住、在勤の 20 歳から 45 歳までの独身の男女（申込状況に

よっては、市の結婚相談事業・結婚支援セミナー事業に参加した方を優先）

を対象とした男女の交流イベントです。 

詳しいことは、決まり次第ご案内します。 

 

４ 民間団体等が開催する結婚支援イベントへの補助 

結婚支援イベントなどを開催する民間の団体に対 

して補助金を交付します。より魅力的なイベントを 

開催していただくことで、参加した方の望む出会い 

へとつなげます。 

【事業概要】 

豊川市内に住所（所在地）のある団体又は個人が、結婚支援イベントを行

う際、イベントにかかる経費に対し、１事業につき３万円までの補助をし

ます。 

詳しいことは、（別紙２）を参照してください。 

 

５ 豊川市が開催する結婚支援事業情報のメール配信 

豊川市が行う結婚支援イベントなどの情報を希望者 

にメールで配信します。必要とする方への情報提供 

を強化することで、誰もが参加しやすい環境づくりを 

進めます。 

【事業概要】 

とよかわ安心メールを活用して、事前登録者に豊川市が行う結婚支援事

業の情報をメール配信しています。 

   詳しいことは、（別紙３）を参照してください。 

 
【お問合せ先】 

豊川市役所 子ども健康部 子育て支援課 瀧澤・高橋 

TEL:0533-89-2133 

Eメール：kosodateshien@city.toyokawa.lg.jp 





民間団体等が開催する結婚支援イベントへの補助 

 

 

１ 補助の金額 

１つのイベントにつき上限３万円まで 

・補助の対象となる経費の額から、参加費などの収入を引いた後の額が対象。 

・同一年度に上限２回まで。 

 

２ 補助の対象となる方 

豊川市内に住所（所在地）のある団体又は個人 

 

３ 補助の対象となるイベント 

結婚を希望する独身の男女を対象にした、男女の出会いの場を創出するイ

ベントや、結婚へのきっかけづくりを支援するイベント。ただし、次のいず

れにも該当するものが対象。 

・豊川市内で開催するイベント（オンラインでの開催も可） 

・20 歳以上の独身の男女を対象 

・参加者総数がおおむね 10 人以上 

・過半数の参加者が豊川市内に在住又は在勤 

・参加者が男女同数であることが目標 

・営利を主な目的としない など 

 

４ 補助の対象となる経費 

実施に必要な経費（イベントで使用する消耗品、チラシの印刷費、イベン

トの会場費、外部講師への謝礼、オンライン通信費など）。ただし、以下の経

費は対象外。 

・景品、記念品、手土産代等の経費 

・参加者及び主催者（団体）の飲食費 など 

 

５ 手続きの概要 

イベントを実施する日の 20 日前までに、補助金の交付申請書など必要な

書類を提出。 



 

 

 

 

 

豊川市が行う結婚支援事業（婚活イベントなど）の情報を、メールで配信しています。

メールを受信するためには、登録が必要です。登録は無料です。（登録やメール着信時の

パケット通信料や回線使用料は本人負担となります） 

以下の手順に従って、希望するカテゴリ「結婚支援」を選択し、とよかわ安心メールの

登録を行ってください。 

●対象者 

婚活の情報が必要な方ならどなたでも登録できます 

●メール配信時期 

不定期配信です 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【携帯電話のメールアドレスを登録する場合の注意】 
※「ドメイン（＠以下のアドレス）指定」をされる方は、「city.toyokawa.lg.jp」を受信できるように 

してください。 

※ＵＲＬ付きメールの受信を許可してください。（登録・変更・解除などのメールにＵＲＬが付いています。） 

【お問い合わせ：豊川市子ども健康部子育て支援課 ℡0533-89-2133】 

とよかわ安心メールで 

toyokawa@entry.mail-dpt.jp 

手順１ 

携帯電話から下の宛先に空メールを 

送信します 

とよかわ安心メール 

登録用ＱＲコード 

登録 

 完了！ 

「完了のお知らせ」 

メールが届きます 

手順３ 

サイトポリシーを確認し 

同意します 

手順５ 

「登録」ボタン 

婚活イベント等 

手順４ 

手順２ 

本登録のメールが届きます 

アクセス

登録手順 

「結婚支援」の「配信を希望する」 

にチェックを入れ「確認」ボタン 

結婚支援 


